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株式併合及び定款の一部変更に関するお知らせ 

（株式併合に係る変更、監査等委員会設置会社 への移行に係る変更） 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、平成 27年 10月 27日開催予定の当社第 49回定

時株主総会に、株式併合及び定款一部変更（株式併合に係る変更、監査等委員会設置会社

への移行に係る変更）に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとお

りお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 株式併合 

（1） 併合の目的 

当社株価は、１円当たりの株価変動率が相対的に大きく、投機的対象として株価

の乱高下を招きやすい状況にあるため、一般投資家の皆様への影響が大きく、また、

証券取引所が望ましいとしている投資単位の基準（1単元当たり５万円以上50万円

未満）の範囲を大幅に下回っております。この様な理由から10株を１株に併合し、

当社株式の投資単位を適切な水準に調整し、かつ発行済株式数の適正化により、今

後も、配当を継続して行うことを目的としております。 

（2） 併合の内容 

① 併合する株式の種類  普通株式 

② 併合の方法・比率   平成28年２月１日（月）を以って、平成28年１月31日    

（日）（実質上は、平成28年１月29日（金））の最終の株

主名簿に記録された株主様の所有株式 10株につき１株の

割合で併合いたします。 

 

 



③ 併合により減少する株式数 

株式併合前の発行済株式総数（平成27年８月31日現在） 143,927,498株 

株式併合により減少する株式数   129,534,749株 

株式併合後の発行済株式総数    14,392,749株 

なお、株式併合前の発行済株式総数は、新株予約権の行使により変動する可能性が 

あります。 

④ 効力発生日における発行可能株式総数               50,555,000株 

（注）「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株 

式併合前の発行済み株式総数及び株式の併合割合に基づき算出した理論値です。 

「効力発生日における発行可能株式総数」は、上記「株式併合後の発行済株式総数」 

の４倍以内の数とするものです。 

（3） 一株未満の端数が生じる場合の処理 

併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めにより、

一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じ

て交付いたします。また、単元未満株式の買増制度により、単元未満株式を、単元

株にすることも可能です。 

（4） 併合の条件 

平成27年10月27日開催予定の当社第49回定時株主総会において、第３号議案「株

式併合の件」が承認可決されることを条件といたします。 

 

2. 定款の一部変更（株式併合に係る変更） 

（1） 変更の理由 

当社株式の投資単位の適正化を図るため、上記「1．株式併合（2）併合の内容」に

記載した株式併合に係る議案が承認可決されることを条件として、発行可能株式総

数を株式併合に伴って減少させるとともに、単元未満株式の買増制度を新設するも

のであります。 

（2） 変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

なお、当該変更は、平成27年10月27日開催予定の当社第49回定時株主総会にお

いて第３号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件として、当該議案の

決議に基づく株式併合の効力発生日である平成28年２月１日（月）を以って効力が

発生するものといたします。 

 

 

 

 

 

 



                  （下線は変更部分を示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 

  （発行可能株式総数） 
第６条 当会社の発行可能株式総数

は、３億 555万株とし、当会社
の普通株式、Ａ種優先株式及び
Ｂ種優先株式の発行可能種類株
式総数は、それぞれ３億株、277
万５千株及び 277万５千株とす
る。 

  （発行可能株式総数） 
第６条 当会社の発行可能株式総数

は、５千万 555千株とし、当会
社の普通株式、Ａ種優先株式及
びＢ種優先株式の発行可能種類
株式総数は、それぞれ５千万株、
27万 7,500株及び 27万 7,500
株とする。 

（単元未満株式についての権利） （単元未満株式についての権利） 
第９条 当会社の株主は、その有す

る単元未満株式について、次
に掲げる権利以外の権利を行
使することができない。 

第９条（現行どおり） 

（1）会社法第 189条第２項各号に掲
げる権利 

（2）会社法第 166条第１項の規定に
よる請求をする権利 

（3）株主の有する株式数に応じて募
集株式の割当て及び募集新株予
約権の割当てを受ける権利 

（新設） 

（1）（現行どおり） 
 
（2）（現行どおり） 
 
（3）（現行どおり） 
 
 
（4）次条に定める請求をする権利 

（新設） （単元未満株式の買増し） 
 第 10条 当会社の株主は、株式取扱

規程に定めるところにより、そ
の有する単元未満株式の数と併
せて単元株式数となる株式を売
り渡すことを請求することがで
きる。 

 

3. 定款の一部変更（監査等委員会設置会社への移行に係る変更） 

（1）変更の理由 

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に施行

され、新たに監査等委員会設置会社制度が創設されました。当社は、議決権を有する監

査等委員である取締役（過半数は社外取締役）を置くことで、業務執行取締役に対する

監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層強化する観点から監査役会設置会

社から監査等委員会設置会社に移行するため、所要の変更を行うものであります。 

 また、同改正法により会社法第427条に定める責任限定契約の対象が非業務執行取締

役等に拡大されたことを受けて、責任限定契約の対象を拡大するべく所要の変更を行う

ものであります。 

   この責任限定契約に係る定款変更につきましては、各監査役の同意を得ております。 

 

 

 

 



（2） 変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

なお、当該変更は、平成27年10月27日開催予定の当社第49回定時株主総会にお

いて、第４号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件といたします。 

                      （下線は変更部分を示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第４条 当会社は、株主総会及び取締
役のほか、次の機関を置く。 

第４条 当会社は、株主総会及び取締
役のほか、次の機関を置く。 

(1) 取締役会 (1) 取締役会 

(2) 監査役 (2) 監査等委員会 
(3) 監査役会 (3) 会計監査人 
(4) 会計監査人 （削除） 
（取締役の員数） （取締役の員数） 
第27条 当会社の取締役は、10名以内

とする。 
第28条 当会社の取締役（監査等委員

であるものを除く。）は、10名以
内とする。 

（新設） ２．当会社の監査等委員である取締
役は、５名以内とする。 

（取締役の選任及び解任） （取締役の選任及び解任） 
第28条 取締役は、株主総会において

選任及び解任する。 
第29条 取締役は、監査等委員である

取締役とそれ以外の取締役とを区
別して、株主総会において選任及
び解任する。 

２．  （記載省略） ２．  （現行どおり） 
３．  （記載省略） ３．  （現行どおり） 

（取締役の任期） （取締役の任期） 
第30条 取締役の任期は、選任後２年

以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終
結の時までとする。 

第31条 取締役（監査等委員であるも
のを除く。）の任期は、選任後１
年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会
終結の時までとする。 

（新設） ２．監査等委員である取締役の任期
は、選任後２年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会終結の時まで
とする。 

２．増員または補欠として選任され
た取締役の任期は、在任取締役
の任期の満了する時までとす
る。 

３．補欠として選任された監査等委
員である取締役の任期は、退任
した監査等委員である取締役の
任期の満了する時までとする。 

（取締役の報酬等） （取締役の報酬等） 
第34条 取締役の報酬、賞与その他の

職務執行の対価として当会社から
受ける財産上の利益（以下、「報
酬等」という。）は、株主総会の
決議を以てこれを定める。 

第35条 取締役の報酬、賞与その他の
職務執行の対価として当会社から
受ける財産上の利益（以下、「報
酬等」という。）は、監査等委員
である取締役とそれ以外の取締役
とを区別して株主総会の決議を以
てこれを定める。 

 
 
 



現   行   定   款 変 更 案 

（取締役会の招集通知） （取締役会の招集通知） 
第35条 取締役会の招集通知は、各取

締役及び各監査役に対し、会日の
３日前までに発する。ただし、緊
急の必要あるときは、この期間を
短縮することができる。 

第36条 取締役会の招集通知は、各取
締役に対し、会日の３日前までに
発する。ただし、緊急の必要ある
ときは、この期間を短縮すること
ができる。 

２．取締役及び監査役の全員の同意
があるときは、招集の手続きを
経ないで取締役会を開くことが
できる。 

２．取締役の全員の同意があるとき
は、招集の手続きを経ないで取
締役会を開くことができる。 

（新設） （業務執行の決定の取締役への委任） 
 第40条 当会社は、会社法第399条の13

第６項の規定により、取締役会の
決議によって重要な業務執行（同
条第５項各号に掲げる事項を除
く。）の決定の全部または一部を
取締役に委任することができる。 

（取締役の責任免除） （取締役の責任免除） 
第40条   （記載省略） 第42条   （現行どおり） 
２．当会社は、会社法第427条第１
項の規定により、社外取締役と
の間に、任務を怠ったことによ
る損害賠償責任を限定する契約
を締結することができる。ただ
し、当該契約に基づく賠償責任
の限度額は、法令の定める最低
責任限度額とする。 

２．当会社は、会社法第427条第１
項の規定により、取締役（業務
執行取締役等であるものを除
く。）との間に、任務を怠った
ことによる損害賠償責任を限定
する契約を締結することができ
る。ただし、当該契約に基づく
賠償責任の限度額は、法令の定
める最低責任限度額とする。 

第６章 監査役及び監査役会 第６章 監査等委員会 

（監査役の員数） （削除） 
第41条 当会社の監査役は、４名以内

とする。 
 

（監査役の選任） （削除） 
第42条 監査役は、株主総会において

選任する。 
 

２．監査役の選任決議は、議決権を
行使することができる株主の議
決権の３分の１以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半
数で行う。 

 

（監査役の任期） （削除） 

第43条 監査役の任期は、選任後４年
以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終
結の時までとする。 

 

２．任期満了前に退任した監査役の
補欠として選任された監査役の
任期は、退任した監査役の任期
の満了する時までとする。 

 
 
 
 

 



現   行   定   款 変 更 案 

（常勤の監査役） （削除） 

第44条 監査役会は、その決議を以て
常勤の監査役を選定する。 

 

（監査役の報酬等） （削除） 
第45条 監査役の報酬等は、株主総会

の決議を以てこれを定める。 
 

（監査役会の招集通知） （監査等委員会の招集通知） 
第46条 監査役会の招集通知は、各監

査役に対して、会日の３日前まで
に発する。ただし、緊急の必要あ
るときは、この期間を短縮するこ
とができる。 

第43条 監査等委員会の招集通知は、
各監査等委員に対して、会日の３
日前までに発する。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短
縮することができる。 

２．監査役の全員の同意があるとき
は、招集の手続きを経ないで監
査役会を開くことができる。 

２．監査等委員の全員の同意がある
ときは、招集の手続きを経ない
で監査等委員会を開くことがで
きる。 

（監査役会の決議方法） （監査等委員会の決議方法） 
第47条 監査役会の決議は、法令に別

段の定めある場合を除き、監査役
の過半数で行う。 

第44条 監査等委員会の決議は、法令
に別段の定めある場合を除き、議
決に加わることができる監査等委
員の過半数が出席し、その過半数
で行う。 

（監査役会規程） （監査等委員会規程） 
第48条 監査役会に関する事項は、法

令または本定款のほか監査役会に
おいて定める監査役会規程によ
る。 

第45条 監査等委員会に関する事項
は、法令または本定款のほか監査
等委員会において定める監査等委
員会規程による。 

（監査役の責任免除） （削除） 
第49条 当会社は、会社法第426条第１

項の規定により、取締役会の決議
を以て、任務怠ったことによる監
査役（監査役であった者を含む。）
の損害賠償責任を法令の限度にお
いて免除することができる。 

 

２．当会社は、会社法第427条第１
項の規定により、社外監査役と
の間に、任務を怠ったことによ
る損害賠償責任を限定する契約
を締結することができる。ただ
し、当該契約に基づく賠償責任
の限度額は、法令の定める最低
責任限度額とする。 

 

（新設） （附則） 

 第１条 （効力の発生日） 
 1.第９条第４号及び第10条の新設並び

にこれらの新設に伴う条数の繰り下
げは、平成28年２月１日に効力が発
生するものとする。 

 
 
 
 

 



現   行   定   款 変 更 案 

 ２．現行定款第13条、第14条及び第
15条において引用される第51条
及び第52条の繰り下げは、前項
の効力発生日に発生するものと
する。 

 ３．本附則は、前項に定める定款変
更の効力発生後これを削除す
る。 

（新設） 第２条 （監査役の責任免除に関する
経過措置） 

 １．当会社は、第49回定時株主総会
終結前の行為に関する会社法第
423条第１項所定の監査役（監査
役であった者を含む。）の損害
賠償責任を、法令の限度におい
て、取締役会の決議によって免
除することができる。 

 ２．第49回定時株主総会終結前の社
外監査役（社外監査役であった
者を含む。）の行為に関する会
社法第423条第１項の賠償責任
を限定する契約については、な
お同定時株主総会の決議による
変更前の定款第49条第２項の定
めるところによる。 

 

4. 日程 

取締役会決議日 平成 27 年 ９ 月 25 日（金） 

定時株主総会開催日 平成 27 年 10 月 27 日（火） 

定款変更（株式併合を除く）の効力発生日 平成 27 年 10 月 27 日（火） 

株式併合公告 平成 28 年 １ 月 ８ 日（金） 

株式併合の効力発生日 平成 28 年 ２ 月 １ 日（月） 

発行可能株式総数変更の効力発生日 平成 28 年 ２ 月 １ 日（月） 

 

以上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ご参考）株式併合に関するQ&A 

 

Q1株式併合とはどのようなことですか。 

 

A1   株式併合とは、複数の株式を合わせてそれより少ない数の株式とすることです。 

今回当社では10株を１株にすることを予定しております。 

 

Q2どうして株式併合するのですか。 

 

A2   当社株価は、１円当たりの株価変動率が相対的に大きく、投機的対象として株価の乱

高下を招きやすい状況にあるため、一般投資家の皆様への影響が大きく、また、証券取

引所が望ましいとしている投資単位の基準（１単元当たり５万円以上 50万円未満）の

範囲を大幅に下回っております。この様な理由から 10株を１株に併合し、当社株式の

投資単位を適切な水準に調整し、かつ発行済株式数の適正化により、今後も配当を継続

して行うことを目的としております。 

 

Q3株主の所有株式や議決権はどうなりますか。 

 

A3   株主様の株式併合後のご所有株式数は、平成 28年１月 31日（実質上は、平成 28年

１月29日）最終の株主名簿に記載された株式数に10分の１を乗じた株式数（1に満た

ない端数がある場合には、これを切り捨てます。）となります。 

また、議決権数は併合後のご所有株式数 100株につき 1個となります。具体的には、

株式併合の効力発生日前後で、ご所有株式数及び議決権数は次のとおりとなります。 

 効力発生前 効力発生後 

 
ご所有株式 議決権 ご所有株式 議決権 

１株未満の 

端数株式 

例１ 10,000株 100個 1,000株 10個 なし 

例２ 1,512株 15個 151株 1個 0.2株 

例３ 100株 1個 10株 なし なし 

例４ 8株 なし なし なし 0.8株 

 株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合（上記例２、例４のような場合）、全

ての端数株式を当社が一括して処分し、端数が生じた株主様に対し、その代金を端数の

割合に応じてお支払いさせていただきます。このお支払代金（端数株式処分代金）は、

平成28年３月中旬にお送りすることを予定しております。 

なお、株式併合の効力発生前に、単元未満株式の買増制度をご利用いただくことによ

り、端数株式の処分を受けないようにすることも可能です。具体的なお手続きについて

は、お取引の証券会社または、後記の当社株主名簿管理人にお問い合わせください。 



効力発生前のご所有株式が10株未満の場合は、株式併合によりご所有株式が１株未満

の端数株式となり、株主の権利の一部を失うことになります。 

 

 （当社株主名簿管理人） 

 三菱UFJ信託銀行株式会社 

 連絡先 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 

     三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 

    電話 0120-232-711（通話料無料） 

 

Q4株式併合により所有株式数が減少しますが、資産価値に影響がありますか。 

 

A4   株式併合を実施しても、その前後で、会社の資産や資本が変わることはありませんの

で、株式市況の変動など他の要因を別にすれば、株主様がご所有されている当社株式の

資産価値が変わることはありません。それは、ご所有の株式数は、併合前の 10分の 1

になりますが、１株当たりの純資産額は10倍となるためです。 

また、株価につきましても、理論上は併合前の10倍となることが予想されます。 

 

Q5株主は何か手続きをしなければならないのですか。 

 

A5  A3にてご説明しておりますように、株式併合の効力発生前に、単元未満株式の買増制

度をご利用いただく場合は、具体的なお手続きが必要となります。 

また、剰余金の処分に関連して、後日、当社株主名簿管理人より書類が送られますの

で、ご対応いただく場合があります。 

 

Q6株式併合により、単元未満株式が生じますが、併合後でも買増しができます

か。 

 

A6  併合後でも、単元未満株の買増制度をご利用いただけます。具体的なお手続きは、お

取引の証券会社または、当社株主名簿管理人にお問い合わせください。 

 

Q7今後の具体的なスケジュールを教えてください。 

 

A7 次のとおりの日程を予定しております。 

平成27年10月27日（火） 定 時 株 主 総 会 決 議 日 

平成28年 １月 ８日（金） 株 式 併 合 公 告 日 

平成28年 １月31日（日） 株 式 併 合 の 基 準 日 

平成28年 ２月 １日（月） 株式併合の効力発生日 

以上 


